
厚木市立病院　医療技術部門　臨床工学室	
  

市河　三欧、曽根　和幸、今井　正貴	
 



・診療科　　15診療科　	
  

内科・精神科・循環器内科・小児科・外科・整形外

科・形成外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・産

婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線科・麻酔科	
  

・医療技術部門　	
  

薬剤管理指導室・臨床検査室・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室・栄養

管理指導室・放射線技術室・臨床工学室	
  

・病床数　	
  

356床　（うちHCU　4床　感染症　6床）	
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 平成18年以前	
  
臨床工学技士　非常勤1名　	
  

 平成18年4月～	
  
臨時職員1名	
  

 平成19年4月～	
  
常勤1名体制に変更　内科に所属	
  

 平成21年7月～	
  
常勤1名増員　　合計2名	
  

 平成23年4月～	
  
常勤1名増員　　合計3名	
  

 平成24年4月～	
  
臨床工学室　新規設置	
  

現在常勤3名体制	
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　現在の臨床工学室の業務	


 　血液浄化療法業務	


 　心臓カテーテル室業務	


 　ペースメーカー管理業務	


 　手術室機器点検業務	


 　医療機器中央管理業務	
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 平成17年7月以前	
  
　病棟看護師による日常点検のみ	
  

 平成17年7月～	
  
　非常勤臨床工学技士による週1回の病棟ラウンドで輸液/シリンジポンプの日常
点検開始	
  

 平成18年6月～	
  
　常勤臨床工学技士による輸液/シリンジポンプの定期点検開始	
  

 平成20年4月～	
  
　貸し出し/返却業務を伴わないCE管理開始	
  
　（ラウンド点検、定期点検、消耗品交換、修理、トラブル時の対応）	
  

 平成22年8月～	
  
　医療機器管理センター設置に伴い医療機器中央管理体制開始	
  
管理機器：輸液ポンプ/シリンジポンプ/フットポンプ/人工呼吸器　5種類	
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1.  平成19年の改正医療法により医療機器の保守点検計画

と実施が義務付けされた。	
  

2.  病院機能評価認定の為、院内における機器保守点検体

制を強化する必要があった。	
  

3.  看護局から中央管理導入の強い要望があった。	
  

病院側から部屋提供の代わりに	
  

医療機器中央管理実施の依頼！！	
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 　点検/在庫管理は病棟単位、管理者は各セクションの係長	
  

 　看護師による点検リストは形だけで、実際は未点検で清掃もいい加減・・・	
  

　　結局は誰かがやるだろうと皆思っているからだれもやらない。	
  

 　故障したら同一メーカーの後継機に買い換えるため病棟間でバラバラになる。	
  

 　バッテリー等の部品は何年でも使えると思っている。	
  

 　足りなくなると一大事！機器申請で余剰台数が増えていく。	
  

使いたい時に使えればいいという考えで	
  
安全管理の概念は二の次であった。	
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①輸液/シリンジポンプを全台ナンバリング化	
  

　Accessベースの機器管理ソフトを用いて、バーコード登録とCE通し番号を全台に割り
振った。貸出/返却サイクルをCE通し番号を用いて行うことができ、所在確認や未点検期
間の管理などが容易に行えるようになった。	
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②始業時/返却時点検表を作成	
  

　返却時点検表と始業時点検表を1枚の点検表として、貸出機器に全台貼り付けた。点
検表が貼られていない機器は使用禁として、1患者使用ごとに医療機器管理センター返
却を義務づけた。	
  

CEによる点検時
使用欄！！ 

看護師の使用開始前/
開始後チェック欄	
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③定期点検を1回/年実施	
  

　流量点検、閉塞点検、漏れ電流などの精密さが要求される項目に対して、1回/年の間
隔で定期点検を実施した。年間定期点検計画に基づき点検漏れのないように注意を
払った。	
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④トラブル時はCEによる外部委託前チェック	
  

　使用中の不良や破損時はすべて医療機器管理センターに返却してもらい、チェックし
院内で対応可能なものと外部委託が必要かを判断する。	
  

ここで仕分けを行う、外部委託
が必要なものは用度課と調整
してメーカーへ依頼する！	
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⑤更新機器の一括申請	
  

　病棟ごとで申請されていた輸液/シリンジポンプを医療機器管理センターとして一
括申請した。また購入費用も輸液ポンプは対定価比で-­‐20％、シリンジポンプ
は-­‐22％の削減を達成することができた。	
  

⑥医療安全講習会の実施	
  

　年1回の医療安全講習会で輸液/シリンジポンプの豆知識を題材にした勉強会を

開き、普段疑問に思っていても聞けないことや、普段CEに依頼が来るトラブル事例

を挙げ原因と対処法をスタッフ全員で共有できるようにした。	
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～取り組みの成果～	
  

1.   ≪貸出→使用前点検→使用→使用中点検→使用→返却→返却後点検
≫といった一連の流れができ、機器の紛失や未点検機器件数を減少す
ることができた。	
  

2.   始業時点検、定期点検など点検漏れが減少した。	
  

3.   購入～廃棄、修理まで窓口が統一されたことにより、機器のランニングコ
ストが軽減できた。	
  

4.   責任体制があいまいな病棟から中央管理へと管理体制が移行すること
により病棟間の格差や基準の散乱といったことがなくなり、医療機器安
全の標準化が達成できた。	
  

13 厚木市立病院　市川三欧　提供 



• 　現在中央管理としている機器は貸出/返却ができる5種類、貸出/返却がで

きない機器でもCE管理機器として保守管理を徹底しなければならない。	
  

⇒　管理方法として様々な方法を検討しなければならない。	
  

• 　医師自身がよく使う機器に対してはアプローチしにくい。	
  

⇒　医療安全委員会を通じて直接医師へ必要性を浸透させるべき。	
  

• 　検査科、放射線科などは目が届きにくく管理者がグレーになりやすい。	
  

⇒　医師、看護師だけでなく他のコメディカルとの連携も必要。	
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• 　現場は人が変われば日々変化します。日々調査を続け中央管理も変化さ

せていくことが重要！基本を守りすぎて、押し付けにならないように柔軟な対

応が必要です。	
  

• 　病院機能評価や保健所の立ち入り検査、医療法改正などの大義名分を

使い、医療安全員会など院内権限が大きい部署で提案、決定、実施の指示

を受けたほうが院内で浸透しやすい。	
  

• 　中央管理をして良かったメリット（現場の目線で）は、定期的に院内講演会

などの中でアピールする。	
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　医療安全全国共同行動に参加したことで、これまでの管理体制を見直す機会になり大き

な変革を見せた、またそれを現場にフィードバックすることにより、普段疑問に思っても質

問できなかった事や慣例で行っていた事の意味を理解することができた。	
  

　職員の輸液ポンプ/シリンジポンプへの不安感を減らし安全に操作できるようになった。	
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